
 

 

福岡県未来 IT イニシアティブ 

未来 IT製品・サービス開発等支援事業補助金交付要綱 

 

（総則） 

第１条 この要綱は、目的を物価高騰の影響を受けた事業者の支援とし、福岡県未来ＩＴイニ

シアティブ（以下「本組織」という。）が行う、未来ＩＴ製品・サービス開発等支援事業補助金

（以下「補助金」という。）の交付について必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、福岡県内の企業が行う、地域や社会的課題の解決に資する新規性

のあるＩＴ製品・サービスの開発及びそれに伴う研究や実証を支援することで、本県の未来

を見据えた産業や地域の活性化とビジネス創出を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

 第３条 この要綱において「中小企業者」「小規模企業者」とは、中小企業基本法（昭和 38

年法律第 154号） 第２条第１項各号に掲げる会社をいい、その範囲は以下のとおりとする。  

  

業種 中小企業者（①又は②を満たす者） 小規模企業者 

①資本金の額又は

出資の総額 

②常時使用する従業

員の数 

常時使用する従業員

の数 

製造業、その他 

（以下を除く） 

３億円以下 ３００人以下 ２０人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 ５人以下 

サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下 ５人以下 

小売業 ５，０００万以円下 ５０人以下 ５人以下 

※分類については総務省「日本標準産業分類」に準拠 

 

２ この要綱において「中小企業者等」とは、中小企業者、小規模企業者、社団法人、財団法

人とする。なお、社団法人、財団法人は、以下の要件を満たすものをいう。  

（１）広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う法人であること。 

（２）常時使用する従業員の数が、中小企業基本法で定める中小企業者の範囲に当てはまる

こと。 

（３）代表者の定めがあること 

 

３ この要綱において「コンソーシアム」とは、二以上の企業や法人、大学等によって、本要綱



 

 

に定める事業を実施することを目的とした組織をいい、それ自身が法人格を有することを

要しない。 

 

４ 対象とする製品・サービスは以下の要件を十分に満たしたものとする。 

 ①ソフトウェアサービスの開発を主目的とするもの。ハードウェア単体の開発は

対象としない。 

 ②地域課題や社会課題等の解決に資するもの。自社に導入するにとどまるもの等

は含まない。 

 ③製品・サービスに用いられているＩＴに新規性や革新性があるもの。従来の技術

においても、先進的な手法で活用されているもの。 

 

（補助対象者） 

第４条 補助の対象者は、以下の要件をいずれも満たすものに限る。 

（１）補助事業の主たる実施場所（開発拠点等）が福岡県内にある中小企業者等である

こと 

（２）補助事業の開始までに、本組織の会員であること 

（３）コンソーシアムで補助事業を行う場合は、コンソーシアムの代表者は（１）であり、開

発及びそれに伴う研究や実証の主たる部分は（１）が担うこと 

 

２ 以下の者は補助の対象者としない。 

（１）福岡県補助金等交付規則第４条の二（補助金等の交付の除外要件）に該当する暴

力団員又は暴力団員と密接な関係を有するもの 

 

（補助対象事業及び事業期間） 

第５条 前条に定めた補助対象者が、単独または他の複数の企業や大学等と連携しつつ、

共同で行う IT 製品・サービス開発のうち、第３条４項に記載された条件を十分に満たすも

のを対象とする。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助金の

交付対象としないものとする。 

（１）当該補助対象者が、同一の事業内容で国、県又は他の公的機関等から補助金の

交付等を既に受けている又は受けることが確定している事業 

（２）当該補助対象者が、他の事業者の委託を受けて行う事業 

 

３ 補助対象の事業期間は、交付決定日から事業が終了した日又は交付決定日が属する年

度の２月末日のいずれか早い日までとする。 



 

 

 

（補助対象経費・補助率・補助限度額） 

第６条 補助の対象経費は、別表１に掲げる経費のうち福岡県未来ＩＴイニシアティブ理事長

（以下「理事長」という。）が認めるものとする。 

２ 補助率は１／２以内とし、補助限度額については１，０００万円とする。 

３ 算出された補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 

（応募申請） 

第７条 補助金の交付に係る事業に応募申請しようとする者（以下「応募申請者」という。）は、

別に定める期限までに「未来 IT 製品・サービス開発等支援事業計画書（様式第１号）」（以

下「事業計画書」という。）を署名または記名押印のうえ理事長に提出しなければならない。  

 

２ 前項の事業計画書には、次の書類を添付しなければならない。 

 （１）事業計画書 

（２）未来 IT製品・サービス開発等支援事業計画書 様式第１号別紙１～５ 

（３）直近の決算書（損益計算書及び貸借対照表等） 

（４）暴力団排除に係る誓約書（別紙６） 

（５）登記簿謄本又は現在事項全部証明書（発行から３か月以内のもの） 

（６）その他理事長が必要と認める書類 

 

（審査及び選定） 

第８条 理事長は、前条の規定による応募申請があったときは、本組織の設置する審査委員

会においてその内容を審査のうえ、採択する事業計画書を選定し、その採否結果につい

ては、全ての応募申請者に通知するものとする。 

 

（交付申請） 

第９条 前条の規定により採択の通知を受け補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」

という。）は、「未来 IT 製品・サービス開発等支援事業補助金交付申請書」（様式第２号、以

下「交付申請書」という。）を署名または記名押印のうえ理事長に提出しなければならない。  

 

２ 前項の交付申請書には、次の書類を添付しなければならない。 

 （１）事業計画書（様式第１号 別紙１から５） 

 （２）その他理事長が必要と認める書類 

 

（交付決定） 

第１０条 理事長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査のうえ、適



 

 

当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、「未来 IT 製品・サービス開発等支援事業補

助金交付決定通知書」（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

 

２ 理事長は前項の交付決定にあたっては、申請に対し必要に応じ条件を付し、又はこれを

変更することができる。 

 

（変更及び中止の承認） 

第１１条 前条の補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「事業者」という。）は、次の各号

に掲げる場合には、速やかに「未来 IT 製品・サービス開発等支援事業補助金変更交付申

請書」（様式第４号その１）又は「未来 IT 製品・サービス開発等支援事業中止（廃止）申請

書」（様式第４号その２）に、署名または記名押印のうえ提出し、理事長の承認を受けなけ

ればならない。 

（１） 本事業に要する前条の補助金交付の決定を受けて行う事業（以下「補助事業」とい

う。）に要する経費もしくは内容を変更しようとするとき。 

ただし、次の場合を除く。 

     イ 補助事業に要する経費が２０％以内の減額となる変更を行う場合 

     ロ 補助事業に要する経費の配分のうち、各区分間の変更であって、少ない方の区

分の金額の２０％以内の変更を行う場合 

  ハ 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、より能率的な補助目的達成に資

する内容の変更を行う場合 

  二 本事業の目的及び遂行に影響を及ぼさない範囲の材料・消耗品等の数量、規

格の変更、機械等の仕様の変更、その他補助事業の軽微な内容の変更を行う

場合 

 （２） 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。  

 

２ 理事長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認め

るときは補助金の変更交付決定もしくは補助事業の中止の承認を行い、「未来 IT 製品・サ

ービス開発等支援事業補助金変更承認通知書」（様式第５号その１）もしくは「未来 IT 製品・

サービス開発等支援事業中止（廃止）承認通知書（様式第５号その２）により申請者に通知

するものとする。 

 

３ 理事長は前項に掲げる承認にあたっては、申請に対し必要に応じ条件を付し、又はこれ

を変更することができる。 

 

（遂行状況の報告） 

第１２条 事業者は、理事長が予め定める期日における事業の遂行状況について「未来ＩＴ製



 

 

品・サービス開発等支援事業遂行状況報告書」(様式第６号)及びその期日までの帳簿及び

全ての証拠書類を、理事長が定める期日までに提出しなければならない。 

 

（補助事業の実績報告） 

第１３条 事業者は、補助事業が完了した日又は補助事業の中止若しくは廃止の承認があっ

た日から起算して、１４日を経過した日又は当該補助事業の完了の日の属する会計年度

の２月末日のいずれか早い日までに「未来ＩＴ製品・サービス開発等支援事業実績報告書」

（様式第７号）を提出しなければならない。 

 

２ 事業者は、補助事業に関して当該年度に単価１０万円以上の取得財産等があるときは、

前項に定める実績報告書に「取得財産等一覧」（様式第７号関係）を添付しなければならな

い。 

 

（補助金の額の確定） 

第１４条 理事長は、前条の報告を受けた場合には、その内容を審査し、適正と認めたとき 

は、交付すべき補助金の額を確定し、「未来ＩＴ製品・サービス開発等支援事業補助金の額

の確定通知書」（様式第８号）により事業者に通知するものとする。  

 

（補助金の支払い） 

第１５条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとす

る。ただし、理事長が必要と認めるときは、交付決定額の範囲内で必要と認める額を概算払

することができる。 

２ 事業者は、補助金の概算払を受けようとする場合は、概算払請求書（様式第９号）に必要

事項を記載し、理事長に提出するものとする。 

３ 事業者は、補助金の精算払を受けようとする場合は、精算払請求書（様式第１０号）に必要

事項を記載し、理事長に提出するものとする。 

 

（書類の整備及び保存） 

第１６条 事業者は、補助事業に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、当該補助

事業の完了した日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

 

（帳簿書類の検査等） 

第１７条 理事長は、事業の適正かつ円滑な実施を図るため、必要に応じて事業者に報告を 

求め、事業に係る帳簿及び証拠書類その他必要な検査をできるものとする。 

 

 （補助金決定の取消し） 



 

 

第１８条 理事長は、次の各号の一に該当するときは、補助金交付決定の全部若しくは一部

を取り消し、又は変更することがある。 

(1) 事業者が、補助事業以外の目的で経費を使用した時 

(2) 事業者が、交付決定に際し付した条件を遵守しない場合 

(3) 事業者の提出書類に虚偽の記載がある場合 

(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部が実施できない

場合（ただし、第１１条の規定により承認を受けたものを除く。） 

２ 理事長は、前項の取消し又は変更をした場合において、既に当該取消し又は変更に係る

部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部

の返還を命ずるものとする。 

 

 （財産の処分の制限） 

第１９条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）のう

ち、 理事長が定める処分を制限する財産は、取得価格及び効用の増加後の価格が５０

万円を超えるものとする。 

２ 事業者は、処分を制限された取得財産等について、「総務省所管補助金等交付規則」（平成

十二年総理府・郵政省・自治省令第六号）に規定する処分の制限を受ける期間が経過する以

前に売却し、又は無償譲渡等による処分をしようとするときは、あらかじめ、取得財産等の処

分承認申請書（様式第１１号）を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（収益納付の義務） 

第２０条 事業者は、補助事業実施により収益が発生したとき又は取得財産等を処分するこ

とにより収入があり又はあると認められるときは、遅滞なく理事長に報告し、その収益に応

じて補助金の全部又は一部に相当する額を納付しなければならない。なお、手続きについ

ては、別に定めるところによる。 

 

（その他） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、理事長が別

に定める。 

 

附 則   

 この要綱は、令和８年４月 24日から施行する。 


